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船舶事故調査報告書 

 

                             平成３０年２月２８日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突  

発生日時 平成２９年７月２８日 １３時００分ごろ 

発生場所 阪神港大阪第５区 

 大阪南港南防波堤灯台から真方位２３０°３５０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°３７.６′ 東経１３５°２３.２′） 

事故の概要  砂利石材運搬船第二十八ながと丸は、南南西進中、また、はしけ

Ⓚ
マルケイ

８２３は、錨泊中、両船が衝突した。 

 Ⓚ８２３は、乗組員が負傷し、左舷船尾部の外板に破口を生じて沈

没し、また、第二十八ながと丸は、球状船首部に凹損等を生じた。 

事故調査の経過  平成２９年８月２日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 砂利石材運搬船 第二十八ながと丸、４９９トン 

   １４２８１５、長門マリン株式会社 

   ７１.１１ｍ×１３.２０ｍ×７.３４ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、７３５kＷ、平成２８年１０月１５日 

Ｂ はしけ Ⓚ８２３、１,３３０トン（積トン数） 

   大１－０７５７（表示番号）、個人所有 

   ４２.５０ｍ×１０.００ｍ×４.５０ｍ、鋼 

   機関なし、平成７年１２月（建造） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ６７歳 

   四級海技士（航海） 

 免 許 年 月 日 昭和４６年５月１４日 

 免 状 交 付 年 月 日 平成２８年２月１８日 

 免状有効期間満了日 平成３３年３月２８日 

Ｂ 船舶所有者兼乗組員 男性 ５５歳 

   海技免状等 なし 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ 軽傷 １人（船舶所有者兼乗組員） 

 損傷 Ａ 球状船首部に亀裂を伴う凹損 

Ｂ 左舷船尾部の外板に破口、沈没（全損） 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 西、風力 ２、視界 良好 
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海象：海上 平穏 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａほか３人が乗り組み、空倉の状態で、平成２９年７

月２８日１２時２５分ごろ、阪神港堺泉北区に向けて同港大阪第３区

の木津川左岸の岸壁を出航した。 

 Ａ船は、船長Ａが、出航時から単独で船橋当直につき、大阪第３区

を手動操舵により約１０ノット（kn）の速力（対地速力、以下同

じ。）で航行し、港大橋付近で約１１.４knに増速した後、内港航路を

南西進した。 

 船長Ａは、船橋中央部に設置された舵輪の後方に立ち、目視及び２

海里（Ｍ）レンジのオフセンターにより前方が約２.５Ｍ映るように

設定したレーダーを作動させ、見張りを行っていたところ、船首方

２.２Ｍ付近に内港航路の南西方を北東進中の自動車運搬船及び左舷

船首方２.０Ｍ付近に同航路の南南西方で錨泊中の貨物船２隻をそれ

ぞれ視認した。 

 船長Ａは、自動車運搬船及び錨泊船の動静にそれぞれ注意を向けな

がら、左舵を取って内港航路を出た後、自動操舵に切り替えて針路約

１９５°（真方位）とし、同じ速力で航行を続けた。 

 船長Ａは、２隻の錨泊船以外はＡ船の航行に支障となる船舶はいな

いものと思い、携帯電話で荷役関係会社に電話を掛けようとしていた

ところ、１３時００分ごろ、突然、衝撃を感じた。 

 船長Ａは、機関を後進にかけて停船させた後、周囲を確認したとこ

ろ、Ｂ船と衝突したことを知り、Ｂ船の付近に錨泊した後、乗組員を

Ａ船の搭載艇でＢ船に向かわせ、Ｂ船の負傷者の有無及び船体の損傷

状況を調査するよう指示するとともに、ＶＨＦ無線電話で海上保安庁

に本事故の発生を通報した。 

 Ｂ船は、船舶所有者兼乗組員（以下「乗組員Ｂ」という。）が１人

で乗り組み、スラブ約９４５ｔを積載し、２８日０６時３０分ごろ、

引船によりえい
．．

航されて和歌山県和歌山下津港を出港した。 

 Ｂ船は、大阪第５区に到着し、１２時３５分ごろ、着岸時刻の調整

を行う目的で、引船が離れた後、右舷船首部の錨を投下して錨鎖２節

を伸出し、船首を東方に向けて錨泊を開始した。 

 乗組員Ｂは、着岸作業を行う引船が来援するまでの間、休憩しよう

と思い、Ｂ船の後部に設備されたハウス内で昼食をとった後、横になっ

てテレビを見ていたところ、突然、衝撃を感じた。 

 乗組員Ｂは、船体の損傷状況を確認したところ、左舷船尾部の外板

に生じた破口箇所から浸水が生じていることを認め、浸水量の状況か

らＢ船が沈没する危険性があるものと判断し、携帯電話で運航管理会

社に本事故の発生を連絡するとともに、救助の要請を行った。 

 乗組員Ｂは、Ａ船の乗組員とともに浸水状況を調査した後、１３時

２５分ごろ来援した引船に移乗した。 
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 Ｂ船は、海上保安庁により浸水箇所からの排水作業が行われたもの

の、１４時４５分ごろ沈没した。 

 船長Ｂは、後日、医院で診察を受けたところ、頸
けい

椎捻挫と診断され

た。 

（付図１ 事故発生経過概略図、写真１ Ａ船の球状船首部の損傷状

況、写真２ Ｂ船の左舷船尾部の損傷状況（沈没前） 参照） 

 その他の事項 Ａ船は、船橋中央部に設置された舵輪の後方に立った状態で船首方

を見ると、貨物倉の船首側に設置されたクレーンの影響により、正船

首方から左右にそれぞれ約４°の範囲に死角が生じるものの、船橋内

を左右にそれぞれ移動すれば、死角を解消することができた。（図１

参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

船長Ａは、本事故当時、視界が良く、錨泊中の貨物船２隻以外は航

行に支障となる船舶を認めなかったので、目視で周囲を確認してレー

ダー監視を行っていなかった。 

船長Ａは、自動操舵で航行していた際、舵輪の後方に立った状態で

目視による見張りを行っていたので、船首方で錨泊していたＢ船が死

角に入って視認できなかったものの、船橋内を移動するか、レーダー

で確認していれば、Ｂ船の存在を認めることができたものと本事故後

に思った。 

船長Ａは、錨泊中の貨物船２隻を視認した際、Ｂ船が大阪南港南防

波堤灯台に隠れた状態となっていたので、視認できなかったかもしれ

ないと本事故後に思った。 

船長Ａは、ふだんから、本事故発生場所付近に錨泊している船舶を

見掛けたことがなかった。 

Ｂ船は、ふだんから、大阪第５区では、本事故発生場所付近で錨泊

することが多かった。 

乗組員Ｂは、本事故当時、Ｂ船の船首方向が、風潮流の影響で南方

に変わったものと本事故後に思った。 

Ｂ船は、錨泊中の船舶が表示する黒色の球形形象物を掲げていなかっ

図１ 船橋からの死角の範囲 船橋 クレーン 

死角の範囲（斜線） 
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た。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ なし 

Ａ あり、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ船は、大阪第５区内を南南西進中、クレーンの影響で船首方に死

角を生じている状況下、単独で船橋当直中の船長Ａが、Ａ船の航行に

支障となる船舶がいないものと思い込み、船橋内を左右に移動するな

どして船首方の死角を補う見張りを行っていなかったことから、前路

で錨泊中のＢ船に接近していることに気付かずに航行を続け、Ｂ船に

衝突したものと考えられる。 

船長Ａは、錨泊中の貨物船２隻を視認した際、Ｂ船が大阪南港南防

波堤灯台に隠れた状態となっていたこと、及びふだんから、本事故発

生場所付近に錨泊している船舶を見掛けたことがなかったことから、

錨泊中の貨物船２隻以外にＡ船の航行に支障となる船舶がいないもの

と思い込んだものと考えられる。 

原因 本事故は、大阪第５区内において、Ａ船が南南西進中、Ｂ船が錨泊

中、Ａ船がクレーンの影響で船首方に死角を生じている状況下、単独

で船橋当直中の船長Ａが、Ａ船の航行に支障となる船舶がいないもの

と思い込み、船橋内を左右に移動するなどして船首方の死角を補う見

張りを行っていなかったため、前路で錨泊中のＢ船に接近しているこ

とに気付かずに航行を続け、Ｂ船に衝突したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船首方に死角が生じる場合には、死角の範囲内に船舶が存在して 

いることがあるので、船橋内を適宜移動したり、レーダーを適切

に活用したりするなどして補うこと。 

・自船の航行に支障となる船舶がいないものと思い込まず、適宜、

目視及びレーダーにより周囲を確認すること。 

・日出から日没までの間に錨泊する船舶は、黒色の球形形象物を掲

げること。 

 



 

 

付図１ 事故発生経過概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ船 

錨泊中の貨物船 

事故発生場所 

（平成２９年７月２８日 

 １３時００分ごろ発生） 

船長Ａが自動車運搬船及び錨泊

中の貨物船２隻を初認した場所 

船長Ａが初認した際の 

自動車運搬船の位置 

木津川 Ｂ船（錨泊中） 大阪南港南防波堤灯台 

内港航路 
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大阪第３区 

阪神港 

大阪第５区 

大阪市 

住之江区 

港大橋 
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写真１ Ａ船の球状船首部の損傷状況 

写真２ Ｂ船の左舷船尾部の損傷状況（沈没前） 


